
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月の社会経済情勢 

県内４９商工会の会員事業者４９０者を対象とした令和４年９月末現在の経営への影

響調査は、コロナ禍が始まった令和２年３月から２ヶ月毎に調査を開始以来、第１６回目と

なった。  

7月から 8月にかけてはオミクロン株 BA.5型による第７波が爆発的に拡大していたが、

8 月下旬から９月には減少傾向となり、「BA.5 対策強化宣言」が９月中旬には解除さ

れ、３連休も２回あったこと等により、社会経済活動が徐々に活発化した時期であ

った。また、感染者の全数把握の簡略化やオミクロン株対応ワクチン接種開始とい

ったウイズコロナ社会に向けて動きはじめた時期でもあった。 

一方では、原材料高・物価高・円安等の影響は引き続き拡大長期化しており、先行き

不透明感が増した時期でもあった。 

今回の主な調査項目 

１． 調査対象４９０者の令和４年９月の売上高を「①県内に２回目の「まん延防止等重点措

置」が発令されていた令和３年９月、②コロナ禍前で１０月の消費増税前の駆け込み需

要があった令和元年９月、③第７波が拡大して月別感染者数が過去最多となった 1ヶ月

前の８月」とそれぞれを比較、さらに業種別も比較 

２．原油高・原材料高・物価上昇・円安等の影響を昨秋から継続調査（６回目） 

３．コロナ禍が長期化する中で、コロナ関連融資の借入状況や返済見込み調査（前回に続き

２回目） 

４．「BA.5 対策強化宣言」の影響や評価について（初調査） 

５．１０月引上げの最低賃金に対する対応等（５月に続き２回目） 

６．国、県、市町村、金融機関、商工会等に対する意見や要望等の生の声を聴取 

７．商工会会員事業所１８，１１６者を対象とした８月、９月の倒産廃業件数を調査 

今後の見通し 

感染第７波は減少傾向にはあるものの依然として収束が見通せない状況ではあるが、オ

ミクロン型対応ワクチンの接種が進み、水際対策の緩和、全国旅行支援の開始といった

「感染症対策と社会経済活動の両立」の動きが広がる中で、１０月から１１月にかけての秋

の観光シーズンでは宿泊・飲食・運輸業等を中心とした観光産業等での回復が期待され

る。一方では、原油高・原材料高等の影響が１年以上にも及び、特に物価高は 10月以降も

拡大し、円安も一段と進行しており、消費活動への影響も懸念される中、冬場には第８波と

インフルエンザの同時流行が懸念されるなど、先行き不透明感も強い。 

商工会連合会としては、コロナ禍の影響が続く間は当調査を継続して、その結果を会員

事業者支援に活用するとともに、国や県等の感染症対策や支援策検討の参考となるよう調

査結果を報告して、必要に応じて意見交換や要望活動を行って参る。 

第１６回影響調査 第７波感染者数が減少傾向の中「BA.5 

対策強化宣言」が９月中旬に解除された９月の売上高等を調査 



 

 

 



- 1 - 

 

 

１．会員事業者への影響調査 

 

■新型コロナウイルス感染症に係る「第１６回経営への影響追跡調査」を実施 

・調査時点 令和４年９月３０日時点 

・調査対象 県内４９商工会 会員事業所 ４９０者（１商工会当たり１０者程度抽出） 

・調査方法 商工会が２ヶ月毎に毎回同一会員事業所にヒアリングのうえウェブ回答 

 

（１）調査業種の構成比 ／ 従業員規模（n=490） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

（２）業歴（n=490） 
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（３）売上高の比較 

ア 対前年同月比 売上高の推移  

  ※別紙 

 

イ ①令和３年と令和４年、②令和元年と令和４年の売上高比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 熊本に２回目の「まん延防止等重点措置」適用されていた令和３年９月との比較では、１００％以

上が半数を超えて５２％となった。 

 

② ３年前の１０月の消費税税率アップ前の駆込み需要があった令和元年９月との比較では、１００％

以上が２６％となり、約３/４（７４％）がコロナ禍前を下回った。 

 

５ 



18％
29％

第
３
波
拡
大
傾
向

9/下旬 10/1 10/上旬 10/1910/29

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
東
京
発
着
追
加

県
内
感
染
者
発
生

主
な
動
き

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
イ
ー
ト
開
始

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
開
始

県
内
第
２
波

緊
急
事
態
宣
言

7
月
豪
雨
災
害
発
生

緊
急
事
態
宣
言
解
除

第
２
波
落
ち
着
く11/27

2
8

1
5
7
6
8

1
0
1
7
8

1
0
97
6

5
08
5

3
05
6

2
24
6

52
4
42
1
11
4
19233

0%

100%

３

月
(
n

令

和

２

年…

10…

令

和

３

年

1
3
％

5
0
%
減

1
0
0
%
以

上

2
9
%

令

和

２

年

1
0
0
%
以

上

1
9
%

2
3
％

5
0
%
減

1

0

ポ

イ

ン

ト

減

少

1

0

ポ

イ

ン

ト

9％

28 16

59

34

70

38

65

108
95

72
94

80

44

157

112

140
68

34

54

69

47

80

76
109

74

95

87

96

101

95

115

78

36

52

83

66

81

81

101

116

124

134

137

136

109

140

119

76

56

68

76

82

59

76

72

68

76

72

70

84

50

66

54

85

48

73

65

77

70

78

53

43

51

38

48

43

30
26

25

56

31

57

52

44

38

50

27

19

34

28
31

39

22

18
16

46

68

53

42

30

42

25 22

14

18

20
15

21

5
15

10

24

64

38

24

15

26

11 12
9

12

3
7 8

4 7 3

21

59

25
21

7

44

14 13
8

11

3
6 4

1 6 3
14

28

17 16
8

31

5 5 3
5

1
1 4

1 3 2
9

29

7 8 2
20

5 4 8
2

3 6 2 23
17 11 8 8 7 5 4 4 4 5 3 3 1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

３月
(n=508)

５月
(n=486)

７月
(n=460)

９月
(n=483)

１１月
(n=478)

１月
(n=503)

３月
(n=495)

５月
(n=497)

７月
(n=488)

９月
(n=489)

１１月
(n=490)

１月
(n=490)

３月
(n=488)

５月
(n=485)

７月
(n=489)

９月
(n=490)

対前年同月比売上高の推移
増加 ±0 10%減 20%減 30%減 40%減 50%減 60%減 70%減 80%減 90%減 100%減 50％減 100％以上

主
な
動
き

令和２年 令和３年

国
内
感
染
者
発
生

1/15

7
都
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言

4/7

熊
本
を
含
む
39
県
で
緊
急
事
態
宣
言
解
除
（
28
日
間
）

5/14

全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
拡
大

4/17

全
国
で
緊
急
事
態
宣
言
解
除

5/25

7
月
豪
雨
災
害
発
生

7/4

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
開
始

7/23

第
２
波
県
内
最
多
感
染
者
数
42
人

8/5

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
東
京
発
着
追
加

10/1

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
イ
ー
ト
開
始

10/19

県
内
感
染
者
発
生

2/21

6/20

6/15

県
の
飲
食
店
認
証
制
度
ス
タ
ー
ト

7/30

2
回
目
の
県
独
自
「
蔓
延
防
止
宣
言
」

8/8

熊
本
県
に
2
回
目
の
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
適
用
（

解
除
・
54
日
間
）

9/30

7/3

県
宿
泊
助
成
事
業
再
開
（

停
止
）

8/3

8/20

第
5
波
県
内
最
多
感
染
者
数

人
317

第
1
波
県
内
最
多
感
染
者
数
3
人

4/上旬

18％
13％

10％

19％

4ポイント

減少

5ポイント

増加

8ポイント

増加

12ポイント

増加
11ポイント

増加

5ポイント

増加3ポイント

増加

50%
減

23％

55％

33％

25％

15％

34％

13％ 12％
8％

50%
減

12％

6％ 8％

100%
以上

29％ 17％

29％

37％

42％

100%
以上

30％

39％
34％

32ポイント

増加

22ポイント

減少

8ポイント

減少

21ポイント

減少

19ポイント

増加

10ポイント

減少

1ポイント

減少

4ポイント

増加

12ポイント

減少

12ポイント

減少

9ポイント

減少

2ポイント

増加

5ポイント

減少

9ポイント

増加

6ポイント

減少

8/9

第
7
波
県
内
最
多
感
染
者
数

4,442

令和４年

国
が
2
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
解
除

3/21

県
宿
泊
助
成
事
業
開
始

3/16 5/7

初
め
て
の
県
独
自
「
蔓
延
防
止
宣
言
」

3
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
4
都
道
府
県
に
発
令
（

解
除
）

4/25

5/16

4/29

熊
本
市
中
心
部
の
飲
食
店
に
時
短
要
請
（

に
県
全
域
に
拡
大
）
（

終
了
）

6/27

第
4
波
県
内
最
多
感
染
者
数

人

5/14

124

6/13

5/16

熊
本
県
に
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
初
適
用
（

解
除
・
29
日
間
）

第
1
波
月
間
最
多
33
人

4月

10/15

10/1
「
く
ま
も
と
再
発
見
の
旅
」
予
約
受
付
再
開
（

～
12
月
末
対
象
）

9/30

約
半
年
ぶ
り
に
全
国
の
緊
急
事
態
宣
言
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
を
全
面
解
除

10/15

時
短
要
請
を
7
月
26
日
以
来
全
県
解
除

10/20

阿
蘇
中
岳
噴
火

11/30

11
月
感
染
者
数
3
人

12/31

12
月
感
染
者
数
1
人

折れ線グラフ

29％

5ポイント

減少

1ポイント

増加

1/13
「
く
ま
も
と
再
発
見
の
旅
」
受
付
停
止

2/13

1/21

県
内
全
域
に
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
適
用
（

ま
で
）

1/27

第
6
波
県
内
最
多
感
染
者
数

人
1,275

3/6

2/10

「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を

ま
で
延
長

3/21

3/6

「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を

ま
で
再
延
長

3/21

2
ヶ
月
に
わ
た
る
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を
解
除

3/22

「
く
ま
も
と
再
発
見
の
旅
」
再
開

8/4

県
内
感
染
者
数
累
計
20
万
人
超

9％
3%

53%

6ポイント

減少

7/14

全
国
旅
行
支
援
実
施
延
期
・
県
民
割
8
月
末
ま
で
延
長

8/2

県
「
Ｂ
Ａ
・
5
対
策
強
化
宣
言
」

6/10

訪
日
外
国
人
観
光
客
受
け
入
れ
再
開

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
全
国
一
時
停
止

12/28

1/18

12/30

熊
本
市
中
心
部
の
飲
食
店
に
時
短
要
請
（

に
県
全
域
に
拡
大)

1
都
3
県
に
2
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令

1/7 2/19

県
内
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

県
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
発
令
（

解
除
・
35
日
間
）

1/14

2/17

第
3
波
県
内
最
多
感
染
数

人

1/8

101

6/5

県
内
感
染
者
数
累
計
10
万
人
超

42％

7％

24ポイント

増加

11ポイント

減少

4ポイント

増加

5/上旬
コ
ロ
ナ
禍
初
の
制
限
な
し
Ｇ
Ｗ
で
人
出
復
活

第
２
波
月
間
最
多

人

8月

329

１月

第
3
波
月
間
最
多

人
1,464

5月

第
4
波
月
間
最
多

人
2,099

8月

第
5
波
月
間
最
多

5,535

2月

第
6
波
月
間
最
多

人
20,288

8月

第
７
波
月
間
最
多

107,275

8/2
5
県
民
割
9
月
末
ま
で
延
長
・
全
国
旅
行
支
援
、
当
面
見
送
り

9/3

県
内
感
染
者
数
累
計
30
万
人
超

3ポイント

減少

52％

10ポイント

増加

9/26

全
数
把
握
全
国
簡
略
化
適
用
開
始

9/16

県
「
Ｂ
Ａ
・
5
対
策
強
化
宣
言
」
解
除

10/11

全
国
旅
行
支
援
開
始
（
12
月
下
旬
ま
で
）

4％



4％

18％
29％

第
３
波
拡
大
傾
向

9/下旬 10/1 10/上旬 10/1910/29

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
東
京
発
着
追
加

県
内
感
染
者
発
生

主
な
動
き

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
イ
ー
ト
開
始

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
開
始

県
内
第
２
波

緊
急
事
態
宣
言

7
月
豪
雨
災
害
発
生

緊
急
事
態
宣
言
解
除

第
２
波
落
ち
着
く11/27

2
8

1
5
7
6
8

1
0
1
7
8

1
0
97
6

5
08
5

3
05
6

2
24
6

52
4
42
1
11
4
19233

0%

100%

３

月
(
n

令

和

２

年…

10…

令

和

３

年

1
3
％

5
0
%
減

1
0
0
%
以

上

2
9
%

令

和

２

年

1
0
0
%
以

上

1
9
%

2
3
％

5
0
%
減

1

0

ポ

イ

ン

ト

減

少

1

0

ポ

イ

ン

ト

9％

28 16

59

34

70

38

65

108
95

72
94

80

44

157

112

140
68

34

54

69

47

80

76
109

74

95

87

96

101

95

115

78

36

52

83

66

81

81

101

116

124

134

137

136

109

140

119

76

56

68

76

82

59

76

72

68

76

72

70

84

50

66

54

85

48

73

65

77

70

78

53

43

51

38

48

43

30
26

25

56

31

57

52

44

38

50

27

19

34

28
31

39

22

18
16

46

68

53

42

30

42

25 22

14

18

20
15

21

5
15

10

24

64

38

24

15

26

11 12
9

12

3
7 8

4 7 3

21

59

25
21

7

44

14 13
8

11

3
6 4

1 6 3
14

28

17 16
8

31

5 5 3
5

1
1 4

1 3 2
9

29

7 8 2
20

5 4 8
2

3 6 2 23
17 11 8 8 7 5 4 4 4 5 3 3 1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

３月
(n=508)

５月
(n=486)

７月
(n=460)

９月
(n=483)

１１月
(n=478)

１月
(n=503)

３月
(n=495)

５月
(n=497)

７月
(n=488)

９月
(n=489)

１１月
(n=490)

１月
(n=490)

３月
(n=488)

５月
(n=485)

７月
(n=489)

９月
(n=490)

対前年同月比売上高の推移
増加 ±0 10%減 20%減 30%減 40%減 50%減 60%減 70%減 80%減 90%減 100%減 50％減 100％以上

主
な
動
き

令和２年 令和３年

国
内
感
染
者
発
生

1/15

7
都
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言

4/7

熊
本
を
含
む
39
県
で
緊
急
事
態
宣
言
解
除
（
28
日
間
）

5/14

全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
拡
大

4/17

全
国
で
緊
急
事
態
宣
言
解
除

5/25

7
月
豪
雨
災
害
発
生

7/4

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
開
始

7/23

第
２
波
県
内
最
多
感
染
者
数
42
人

8/5

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
東
京
発
着
追
加

10/1

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
イ
ー
ト
開
始

10/19

県
内
感
染
者
発
生

2/21

6/20

6/15

県
の
飲
食
店
認
証
制
度
ス
タ
ー
ト

7/30

2
回
目
の
県
独
自
「
蔓
延
防
止
宣
言
」

8/8

熊
本
県
に
2
回
目
の
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
適
用
（

解
除
・
54
日
間
）

9/30

7/3

県
宿
泊
助
成
事
業
再
開
（

停
止
）

8/3

8/20

第
5
波
県
内
最
多
感
染
者
数

人
317

第
1
波
県
内
最
多
感
染
者
数
3
人

4/上旬

18％
13％

10％

19％

4ポイント

減少

5ポイント

増加

8ポイント

増加

12ポイント

増加
11ポイント

増加

5ポイント

増加3ポイント

増加

50%
減

23％

55％

33％

25％

15％

34％

13％ 12％
8％

50%
減

12％

6％ 8％

100%
以上

29％ 17％

29％

37％

42％

100%
以上

30％

39％
34％

32ポイント

増加

22ポイント

減少

8ポイント

減少

21ポイント

減少

19ポイント

増加

10ポイント

減少

1ポイント

減少

4ポイント

増加

12ポイント

減少

12ポイント

減少

9ポイント

減少

2ポイント

増加

5ポイント

減少

9ポイント

増加

6ポイント

減少

8/9

第
7
波
県
内
最
多
感
染
者
数

4,442

令和４年

国
が
2
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
解
除

3/21

県
宿
泊
助
成
事
業
開
始

3/16 5/7

初
め
て
の
県
独
自
「
蔓
延
防
止
宣
言
」

3
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
4
都
道
府
県
に
発
令
（

解
除
）

4/25

5/16

4/29

熊
本
市
中
心
部
の
飲
食
店
に
時
短
要
請
（

に
県
全
域
に
拡
大
）
（

終
了
）

6/27

第
4
波
県
内
最
多
感
染
者
数

人

5/14

124

6/13

5/16

熊
本
県
に
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
初
適
用
（

解
除
・
29
日
間
）

第
1
波
月
間
最
多
33
人

4月

10/15

10/1
「
く
ま
も
と
再
発
見
の
旅
」
予
約
受
付
再
開
（

～
12
月
末
対
象
）

9/30

約
半
年
ぶ
り
に
全
国
の
緊
急
事
態
宣
言
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
を
全
面
解
除

10/15

時
短
要
請
を
7
月
26
日
以
来
全
県
解
除

10/20

阿
蘇
中
岳
噴
火

11/30

11
月
感
染
者
数
3
人

12/31

12
月
感
染
者
数
1
人

折れ線グラフ

29％

5ポイント

減少

1ポイント

増加

1/13
「
く
ま
も
と
再
発
見
の
旅
」
受
付
停
止

2/13

1/21

県
内
全
域
に
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
適
用
（

ま
で
）

1/27

第
6
波
県
内
最
多
感
染
者
数

人
1,275

3/6

2/10

「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を

ま
で
延
長

3/21

3/6

「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を

ま
で
再
延
長

3/21

2
ヶ
月
に
わ
た
る
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
を
解
除

3/22

「
く
ま
も
と
再
発
見
の
旅
」
再
開

8/4

県
内
感
染
者
数
累
計
20
万
人
超

9％
3%

53%

6ポイント

減少

7/14

全
国
旅
行
支
援
実
施
延
期
・
県
民
割
8
月
末
ま
で
延
長

8/2

県
「
Ｂ
Ａ
・
5
対
策
強
化
宣
言
」

6/10

訪
日
外
国
人
観
光
客
受
け
入
れ
再
開

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
全
国
一
時
停
止

12/28

1/18

12/30

熊
本
市
中
心
部
の
飲
食
店
に
時
短
要
請
（

に
県
全
域
に
拡
大)

1
都
3
県
に
2
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令

1/7 2/19

県
内
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
開
始

県
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
発
令
（

解
除
・
35
日
間
）

1/14

2/17

第
3
波
県
内
最
多
感
染
数

人

1/8

101

6/5

県
内
感
染
者
数
累
計
10
万
人
超

42％

7％

24ポイント

増加

11ポイント

減少

（注）下段の棒グラフは、熊本県内新規感染者数

（情報:NHKまとめ 熊本県商工会連合会にて加工）

4ポイント

増加

5/上旬
コ
ロ
ナ
禍
初
の
制
限
な
し
Ｇ
Ｗ
で
人
出
復
活

第
２
波
月
間
最
多

人

8月

329

１月

第
3
波
月
間
最
多

人
1,464

5月

第
4
波
月
間
最
多

人
2,099

8月

第
5
波
月
間
最
多

5,535

2月

第
6
波
月
間
最
多

人
20,288

8月

第
７
波
月
間
最
多

107,275

8/2
5
県
民
割
9
月
末
ま
で
延
長
・
全
国
旅
行
支
援
、
当
面
見
送
り

9/3

県
内
感
染
者
数
累
計
30
万
人
超

3ポイント

減少

52％

10ポイント

増加

9/26

全
数
把
握
全
国
簡
略
化
適
用
開
始

9/16

県
「
Ｂ
Ａ
・
5
対
策
強
化
宣
言
」
解
除

10/11

全
国
旅
行
支
援
開
始
（
12
月
下
旬
ま
で
）
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ウ  令和３年９月と令和４年９月の比較で売上高プラス影響要因【対前年比割合１００％以上の事業者】 

【製造業】 

・ネット通販に力をいれ、売上げが伸びた。（甲佐町商工会） 

・人流の回復と、キッチンカーによる商圏拡大。（阿蘇市商工会） 

【建設業】 

・コロナ禍の影響はない。（熊本市植木町商工会） 

・水害からの復興。（芦北町商工会） 

【運輸業】 

・感染状況が少し回復し、団体のバス利用やタクシー利用者が少しではあるが増えてきた。 

（上天草市商工会） 

・第７波でのキャンセルがあったが、学校の送迎や南阿蘇村の復興ツアー、南阿蘇鉄道のツアー

やゴルフ場のインバウンド送迎により１００超えとなった。（山都町商工会） 

【卸売業】 

・地域の高齢者利用が元に戻ってきている。（湯前町商工会） 

・夏休み観光シーズンによる客数拡大が９月も続いており、１１.５％くらいの伸びとなった。 

人流が戻りつつある。（熊本市託麻商工会） 

【小売業】 

・持続化補助金を活用したチラシによる宣伝と営業を積極的に行ったため。（天草市商工会） 

・ビール類、焼酎、タバコの値上げによる直前のかけ込み、買い溜め。（天草市商工会） 

【宿泊業】 

・くまもと再発見等の宿泊助成の効果。（上天草市商工会） 

・コロナが落ち着いて関東、関西からの宿泊客が増えた。（甲佐町商工会） 

【飲食業】 

・昨年は営業自粛期間中だったが、今年は営業できた。（上天草市商工会） 

・夜の飲食がメインですので、時短要請などがない分、売上げは伸びました。（あさぎり町商工会） 

【サービス業】 

・様々な行事等が再開されはじめ、人々の動きが活発化されそれに伴い地域経済も動き始めた。 

（山都町商工会） 

 

エ 令和３年９月と令和４年９月の比較で売上高マイナス影響要因【対前年比割合５０％以下の事業者】 

【製造業】 

・昨年も９月の売上げは良くなかったが、今年はとても悪くなった。今後の対策を考えないとい

けないと考えている。（宇城市商工会） 

・今年の９月は休みの度に雨や台風があったことが大きく影響した。（産山村商工会） 

【卸売業】 

・材料の高騰によるリフォーム工事の減少の影響。（合志市商工会） 

 

オ 令和元年９月と令和４年９月の比較で売上高プラス影響要因【対前々年比割合１００％以上の事業者】 

【製造業】 

・ウッドショックの影響で売上げが上がっている。（湯前町商工会） 
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・コロナの巣ごもり需要の影響があったと思われます。（菊池市商工会） 

【建設業】 

・コロナ禍の影響はなく、売上げはコロナ前に回復している。（熊本市植木町商工会） 

【小売業】 

・売上単価の上昇。物価上昇。（和水町商工会） 

・客単価を上げたため。（甲佐町商工会） 

【宿泊業】 

・工事関係の滞在客があったため。（八代市商工会） 

・旅行支援による旅行者が増えたことが大きい。（山鹿市商工会） 

【飲食業】 

・３年前は熊本地震の被害で交通網が寸断されていた。大橋の開通でよくなっている。 

（南阿蘇村商工会） 

・コロナ前と比較しても観光客の入りが多かった。（阿蘇市商工会） 

【サービス業】 

・コロナ発生以降のキャンプ需要の増加。（西原村商工会） 

・販路拡大しており売上げは元に戻りつつある。（玉名市商工会） 

 

カ 令和元年９月と令和４年９月の比較で売上高マイナス影響要因【対前々年比割５０％以下の事業者】 

【製造業】 

・少しずつ回復傾向だが、コロナのためイベント自粛が響いている。（山鹿市商工会） 

【建設業】 

・コロナ等により現場に出にくかった。（熊本市富合商工会） 

【運輸業】 

・コロナの発生により貸切バスの運送が少なくなった。（高森町商工会） 

【卸売業】 

・コロナや水害により取引先が減少している。（津奈木町商工会） 

【小売業】 

・販売先が廃業などしたため。（熊本市北部商工会） 

・来客数が激減。（高森町商工会） 

【宿泊業】 

・客数減に加えて現在は一日の客数を制限しているため。（小国町商工会） 

【飲食業】 

・新型コロナウイルスが感染拡大しており、大人数での宴会がないため。少人数の仏事、祝事の

会が家族のみのため、客単価が下がっているため。（宇城市商工会） 

・熊本市内に飲食店を営業していたが、コロナ初期で急激に来客が減り、閉店。コロナもここ２

年程度、継続しているため、売上げが低迷している。（阿蘇市商工会） 
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キ 令和４年８月と令和４年９月における売上高の比較 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第７波による「BA.5 対策強化宣言」が出されていた８月との比較では、１００％以上が４１％

となり、５９％が８月を下回った。 
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ク 令和４年８月と令和４年９月の比較で売上高プラス影響要因【対前月比割合１００％以上の事業者】 

【製造業】 

・値上げしたため、売上高だけでみると変わらないが、客数は減っていると思われます。 

（菊池市商工会） 

・商品価格が上がっているからと考えられる。（氷川町商工会） 

【建設業】 

・夏場のコロナ感染者は多かったが、事業には影響がなかった。（熊本市城南商工会） 

【運輸業】 

・一般の貸切バス利用者が８月より少し多くなってきたのと、学校行事の仕事が増えてきた。 

（上天草市商工会） 

・今年度の売上げの中で固定的な売上２，５００千円が新たに契約出来ているので助かっている。 

また、インバウンドの送迎が月１，３００千円から１，５００千円あるのが売上増額につなが

っている。（山都町商工会） 

【宿泊業】 

・旅行支援による旅行者が増えたことが大きい、秋の行楽シーズンのお客様が戻ってきた。 

（山鹿市商工会） 

・コロナで人手不足で週１の定休日を設けたが、それでも連休や週末は満室であったからだと思

います。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・８月は私が新型コロナウイルス感染症に感染し１５日間ほど休業したため。（南小国町商工会） 

・８月はランチ営業をしていなかったが９月よりはじめた。（合志市商工会） 

【サービス業】 

・旅行客が増えだした。（益城町商工会） 

・８月は家族のコロナ感染もあり、店休日が多かったため。（大津町商工会） 

ケ 令和４年８月と令和４年９月の比較で売上高マイナス影響要因【対前月比割５０％以下の事業者】 

【製造業】 

・８月よりも９月が悪く感じた。印刷業はコロナ関係なく夏は悪いけど、景気に左右されるんだ

と改めて感じた。また、原材料の高騰でお客様の会社の状況も変化しているように思う。 

（宇城市商工会） 

【建設業】 

・台風などの天候の影響を受けた。（氷川町商工会） 

【小売業】 

・８月が季節商品の売上げが集中するため、９月は８月と比べると落ちている。（山鹿市商工会） 

【宿泊業】 

・台風による休業。再建作業のため、営業日の減。（南小国町商工会） 

・宿泊や合宿のキャンセルがあった。（水上村商工会） 

【飲食業】 

・月別では比較にならないかと。８月はお盆月で、法要・帰省も増えているため売上げがあり、

９月は少ない月でもあるため。（多良木町商工会） 

・８月はお盆の帰省客や夏休みによる利用が多く、売上げがあったが９月は売上げが伸びなかっ

た。（宇土市商工会） 

【サービス業】 

・３連休に台風が直撃したことによるキャンセルの影響。（西原村商工会） 



- 7 - 

 

 

 

コ 業種別の売上高の対前年同月比割合について 【９月３０日時点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※９月には感染者数が減少して３連休２回等により観光地の人出も増えたこと等により、１年前との

比較では、１００％以上となった割合が、運輸業８０％（7月 44％）、宿泊業６９％（7月 56％）、 

飲食業６７％（7月 50％）となった。 
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（４）「BA.5 対策強化宣言」について 

ア 「BA.5 対策強化宣言」が経営に与えた影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※「BA.5対策強化宣言」が経営に与えた影響は、「影響があった」が全体の１/３（３３％）、 

「特に影響はなかった」が２/３（６７％）となった。 

 

＜具体的な内容＞ 

[１．大きな影響があった] 

【製造業】 

・人が動かないと言うことは、本当に経済への影響が大きいと感じた。行事がないので学校など

の仕事をしているので・・・。（宇城市商工会） 

・伝統行事や文化がコロナで変わってしまった。感染者が増えると法事などは開催されなくなっ

たり、身内だけのごく少人数での開催が定番となった。宣言などが発出されると、非常に大き

な影響がある。（大津町商工会） 

【運輸業】 

・近隣町村及び同町において、感染者の増加及びイベントの中止、帰省客の減少。 

（多良木町商工会） 

【宿泊業】 

・国内の旅行者がメインであり、中高年が多い当旅館の場合、旅行者の背中を押す施策は重要。 

（山鹿市商工会） 

・感染対策が難しく宿泊助成の対象店でないため、問い合わせをして止めるお客がいた。 

（産山村商工会） 

【飲食業】 

・第７波による感染者の急増とともに、予約のキャンセルが続いた。来店客数も売上げにも大き

な影響があった。（益城町商工会） 

 

大きな影響があった。

（40者）
8%

やや影響があった。

（122者）
25%合計４９０者

  

「影響があった」 
（１６２者） 
合計 33％ 

特に影響はなかった。 
（328者） 

67％ 
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・ＢＡ５宣言があり、他の制限がある限り、人の動きはない。宿泊割は自己管理をしつつ、スト

レス解消になったと思う。（多良木町商工会） 

・ディナーの会食や宴会がほぼなかった。予約は入っていたものの、メディアを通じて国民に対

してコロナ感染予防の呼びかけもあり、急なキャンセルが相次いだ。（阿蘇市商工会） 

・感染者数の大幅な増加と対策強化宣言の影響で来店客が大幅に減った。（熊本市植木町商工会） 

【サービス業】 

・今までにない感染拡大により、消費者が自主的に自粛し、また行事等も中止・延期となり経済

が停滞した。（山都町商工会） 

 

[２．やや影響があった] 

【製造業】 

・対策の宣言が出ている限り、一定数の方は外出や移動を控える傾向にある。そのため帰省等を

控える方は多いと感じた。（宇城市商工会） 

・飲食店の利用が少ないと納品数も減少する。（山都町商工会） 

【運輸業】 

・お客様はコロナに対して敏感で第７波が始まったあたりから貸切バスによる移動等キャンセル

が多くあった。第６波のようにはならなかったのでやや影響にした。（山都町商工会） 

【小売業】 

・外出を控える呼びかけもあり、来店客数が減少した。（益城町商工会） 

・コロナ禍には人々の行動制限、消費者の購買制限効果が働いていると思われる。（錦町商工会） 

【宿泊業】 

・高齢者への外出控えや普段一緒にいる人に限る等の制限による。（上天草市商工会） 

・気にされる高齢者だけキャンセルがあったが、すぐに予約で埋まった。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・夜の宴会・カラオケ利用が増えない。（苓北町商工会） 

・地元の人は、夜の飲食を控えた人が多かった。（上天草市商工会） 

【サービス業】 

・葬儀の規模縮小につながった。（熊本市城南商工会） 

・強い行動制限はなかったが、外出を控える傾向だったと思う。客数自体の減少が目立った。 

（天草市商工会） 
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イ 「BA.5 対策強化宣言」に対しての評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「BA.5 対策強化宣言」を「評価する」との回答が合計で約半数の 48％となり、 

「評価しない」との回答合計 10％を大きく上回った。 

 

[１．評価する。]  

【製造業】 

・コロナ感染症での行動制限はもう難しいし、経済は値上げとかが続いても動かしていってほし

い。（熊本市植木町商工会） 

・コロナはいつ終息するかわからないので、経済活動を活発にする必要がある。 

（熊本市北部商工会） 

【建設業】 

・間違ってない。効果が出ている。（益城町商工会） 

・強い行動制限をすると、元請けからの仕事がまわってこなくなるために、現在の注意喚起や呼

び掛けの要請指針を支持します。（熊本市城南商工会） 

【運輸業】 

・経済を回してもらいたい。（和水町商工会） 

【卸売業】 

・コロナの重症化リスクが減っている。経済活動の回復の必要性を感じる。（合志市商工会） 

【小売業】 

・人が動かないと物が動かない。（玉名市商工会） 

・経済活動も必要。（高森町商工会） 

【宿泊業】 

・Ｗｉｔｈコロナに向けた取り組みとして評価する。（上天草市商工会） 

 

評価する

（81者）
17%

どちらかと言え

ば評価する

（151者）
31%

どちらでもない

（147者）
30%

どちらかと言えば

評価しない

（28者)

6%

評価しない

（22者）
4%

わからない

（61者)

12%

合計４９０者

評価する 
 

合計４８％ 

評価しない 
 

合計 １０％ 
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・国が何を言っても行動自粛はもうしない。お金を回していかないとうちもだが、もっと潰れる

お店が出てくるし、近所のうちより大きい旅館は９月末で休業した。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・もっと早く行動制限をなくして欲しかった。（阿蘇市商工会） 

・感染が一般的になり、ワクチン接種などでリスクが減った現状においては、妥当な措置だった

と思う。（産山村商工会） 

【サービス業】 

・経済活動の自粛要請は今後必要なく、自身をまもる各自活動を。（山鹿市商工会） 

・人流や経済活動へも力を入れてもらえているため。人が動きやすくなった。（美里町商工会） 

 

[２．どちらかと言えば評価する。] 

【製造業】 

・どんなに行動制限しても各個人の判断によるものなので注意喚起で良いと思う。（氷川町商工会） 

・強制ではなく注意喚起なので集客に影響は少なかったように感じる。（小国町商工会） 

【建設業】 

・コロナも以前に比べ重症化せず、インフルエンザのような扱いにして社会経済活動を活性化し

てよい時期になってきたと思う。（熊本市富合商工会） 

・現状では注意喚起の呼びかけでいいと思う。強い行動制限は社会経済活動が停滞し、商売も成

り立たなくなってしまうと思っていたところだったので、これで良かったと思う。（錦町商工会） 

【運輸業】 

・終息は不可能、ｗｉｔｈコロナに沿って基本的な感染対策の徹底、行動規制は必要。 

（多良木町商工会） 

【卸売業】 

・コロナ以前とまではいかなくても、観光・旅行に関して人流が戻り、徐々に経済活動との両立

が見えてきている。（熊本市託麻商工会） 

【小売業】 

・現在、第７波が終息に向かいつつあり、結果として両立の観点から良かったのかもしれないと

考える。（益城町商工会） 

・最初は大丈夫かなと思いましたが、最終的には行動制限しなくて経済もまわって良かったので

はないでしょうか。（熊本市富合商工会） 

【飲食業】 

・感染症への認識や対策も変わりつつあるので、最低限の注意をしながら経済活動を進める方針

で良いと思う。（錦町商工会） 

・行動制限をせずに注意喚起ということは人が動きコロナ前に戻りつつあるが、まだ半分以下の

状態。小さい店では「再発見の旅」などのお得情報が関係ないため、そういった店のために地

方自治体からクーポンを出すなどその地域で活性化する仕組みがあるといいと思う。 

（山都町商工会） 

【サービス業】 

・行動制限がかかると経済がまわらなくなり、部品等の調達に支障がでてくる。（玉名市商工会） 
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[３．どちらでもない。] 

【製造業】 

・評価できる部分もあるが、強い行動制限を求めていれば第７波のような爆発的な感染者の増加

は無かったのではないかと思う。（益城町商工会） 

・コロナ禍の状況下で、感染対策を行う必要性は理解できるが、制限ができることで人が外に出

なくなり、売上げは減少して厳しいため。（熊本市託麻商工会） 

【小売業】 

・規制なのか緩和なのかどちらなのかわからなかった。企業と消費者だけが自己責任で負担を強

いられている気がした。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・地方の社会の場合、地元で感染者が出ると経済活動を優先する人は少ない。今回の感染症の場

合、国・県の呼びかけや要請よりも、近所の感染者数に影響される。（水上村商工会） 

・コロナ患者拡大になっても社会活動の制限はなくなったものの、会社、団体等は飲食に対して

制限をかけている。まだまだしばりがある。そこが評価できない。（宇土市商工会） 

 

[４．どちらかと言えば評価しない。] 

【飲食業】 

・両立の観点も大事ではあったが、自社の様な飲食店としては今まで通り規制してもらい、時短

要請協力金を支給してもらえるとありがたかった。（益城町商工会） 

・制限などをしないのであれば、外食を促すくらいのことをしてほしいです。（あさぎり町商工会） 

 

[５．評価しない。] 

【製造業】 

・中途半端なことはせずに、経済中心でいくのか。感染防止対策でいくのか。結局はどちらも効

果は限定的。（熊本市城南商工会） 

【宿泊業】 

・宿泊業は借入依存度が高く、構造的にこのような状況に弱い。積極的な支援策がなくなった現

状では経営続行は厳しい。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・むしろ、強い行動制限を発出され、休業補償制度が継続した方が、思い切って休業に踏み切れ

た。現状として、お客様どうしによる感染を避ける傾向があり、来客が少ない日など休業して

よいかどうか踏み切れず悩んでいる。（阿蘇市商工会） 

・社会経済活動できる人は、ごく一部の業種だけである。飲食店は無理である。大人数での宴会

はしないで、少人数での食事ＯＫと言われても人は動かない。飲食店は苦しい。（宇土市商工会） 

【サービス業】 

・行動制限のお陰で補助金が支給され御飯が食べられていたが、今後食べていけない。 

（熊本市河内商工会） 

 

[６．わからない] 

【飲食業】 

・制限すると補助金が出たが、お客様自身が自主的に自粛したため。（合志市商工会） 
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（５）コロナ関連融資について 

ア コロナ関連融資による借入状況 

  

※コロナ関連融資は、新型コロナ感染症の拡大に対応して実施された政府系金融機関と民間金融

機関による返済条件が優遇された融資。 

  

※「借入していない」割合が５１％、「借入をした」が４９％とほぼ同数となり、前回７月調査から 

変化はなかった。 

  

借入をして、現在も返済中で

ある

（199者）

40%（前回42％）

借入をしたが、現在も据置期間中

である

（34者）

7%（前回6％）

借入れをしたが、既に完済した

（8者）

2%（前回1％）

合計４９０者

借入をした
（241者）

49％（前回49％）

借入をしていない
（249者）

51％（前回51％）
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イ コロナ関連融資の返済の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「融資条件どおり返済できる見通し」が６１％と前回 7月調査より４ポイント増加し、 

返済が「不安・困難・厳しい」が合計で３９％と前回より４ポイント減少した。 

 

 

[資金繰り支援について] 

【製造業】 

・コロナや物価高などの影響が続くことが予想されるため、緊急に必要な資金については貸し渋

りすることなく柔軟に対応して欲しい。（宇城市商工会） 

・コロナ融資の据置期間の延長並びに利子補給を再度して欲しい。（熊本市託麻商工会） 

【建設業】 

・劣後ローンを利用しやすい制度改正を希望する。（熊本市植木町商工会） 

・無利子での借入（融資）をお願いしたい。（錦町商工会） 

【運輸業】 

・据置期間の延長。（多良木町商工会） 

・金融機関にサポートしてもらっているが、社会情勢により売上げが下がったときは再度支援を

してもらいたい。（山都町商工会） 

【卸売業】 

・３年前のような各方面での支援か、１回のみとなっている様な制度・対策を再度複数回実施し

て欲しい。（熊本市託麻商工会） 

 

融資条件どおりに返済

できるか不安がある。

（78者）

33%（前回32％）

融資条件の見直し、返済猶予、追加融資が

ないと返済が困難である。

（9者）

4%（前回10％）

返済見通しが立たないため、廃

業を含めた厳しい状況にある。

（4者）

2%（前回1％）

合計２３５者

返済が
「不安」「困難」「厳しい」

（９１者）
３９％（前回43％）

融資条件どおり返済
できる見通しである。

（144者）
61％（前回57％）
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【小売業】 

・コロナ禍で３年、飲食店ほどのダメージはないものの、売上げの微減、粗利の微減が積み重な

って運転資金が先細りしてきた。何らかの手立てが必要になりそうである。（錦町商工会） 

【宿泊業】 

・借入できても返済の目処がなく、将来が見えない。（熊本市植木町商工会） 

・据置が終わって返済が始まっている所もあると聞く。うちはきつい中で返済をしているが、そ

ういった事業者だけの支援をできないのか。（熊本市植木町商工会） 

・コロナからの立ち上がり途中で、物価高となっており必要な時に手厚い支援は必要。 

（阿蘇市商工会） 

【飲食業】 

・借入をしたくても返済見込みがないのでしない。非課税の支援金が１番。（多良木町商工会） 

・需要低迷で資金繰りが悪化している。再度支援金等の支給があれば助かる。（宇土市商工会） 

・キャッシュが枯渇しつつある。借入したいが返済負担と借入総量を考えると不安がある。 

（熊本市植木町商工会） 

・資金繰りは非常に厳しい状況にあるが、新型コロナの収束の見通しが見えないこと、コロナ後

の消費者動向が読めないことから借入するにも難しい状況にある。（宇土市商工会） 

・実質無利子のコロナ特別融資の継続、据置期間の延長。（阿蘇市商工会） 

【サービス業】 

・銀行などからの借り換えや据え置きなどをしてほしい。（御船町商工会） 

・条件変更を行っているので追加融資は難しい対応。柔軟に対応して欲しい。（益城町商工会） 
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（６）原油高、原材料費高、物価高、円安等の経営への影響について 

ア 原油高等への影響 

※原油高等の影響が拡大し始めた昨年秋の調査開始以来、「影響が出ている」と回答した割合が増加

して 85％となった。 

 業種別では、運輸業が 10者中 10者（100％）、宿泊業が 26者中 24者（92％）、飲食業が 122者中

112者（92％）となっている。 

 

 

 

 

飲食業

（122者）
25%

サービス業

（95者）
19%

小売業

（79者）
16%

製造業

（73者）
15%

建設業

（71者）
15%

卸売業

（14者）
3%

宿泊業

（26者）
5%

運輸業

（10者）
2%

調査業種構成比

合計４９０者

飲食業

（112者）
27%

サービス業

（67者）
16%

製造業

（65者）
16%

建設業

（64者）
15%

小売業

（61者）
15%

宿泊業

（24者）
6%

卸売業

（12者）
3%

運輸業

（10者）
2%

「影響が出ている」業種別割合

合計４１５
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イ 原油高等の売上・利益への影響 

 

※「売上減・利益減」が全体の 50％となり、前回より 12ポイント減少した一方で、 

「売上は増えたが利益は横ばいかマイナス」が 38％となり、前回より 14ポイント増加した。 

 

 

52％ 

62％ 

203者

（52％）

253者

（62％）
209者

（50％）

173者

（35％）

99者

（24％） 156者

（38％）

13者

（3％）
19者

（5％）

13者

（3％）

5者

（1％）

7者

（2％）
13者

(3%)

34者

（9％）

33者

（8％）

24者

(6%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

前々回５月調査

（n＝394）

前回７月調査

（n＝411）

今回９月調査

（n＝415）

売上利益ともに影響なし。

売上増かつ利益増になっている。

売上減だが、利益は横ばいかプラスになっている

売上増だが、利益は横ばいかマイナスになっている。

売上減かつ利益減になっている。
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[１．売上減かつ利益減になっている。] 

【製造業】 

・全ての原材料費がこれまでで一番高騰し、価格転嫁できないため利益も減となっている。 

（美里町商工会) 

・仕入・原材料の価格並びに電気料金の高騰。（熊本市河内商工会) 

【建設業】 

・原材料高でも販売単価を上げられない。（甲佐町商工会) 

・資材の高騰。（芦北町商工会) 

【運輸業】 

・原油高騰、取引先の事業縮小。（和水町商工会) 

・コロナによる売上減に加えて原油高による経費増のため。（上天草市商工会) 

【小売業】 

・仕入価格は増加したが、売価に転嫁できていない。（上天草市商工会) 

・消費者の購買抑制で売上減、原材料費・輸送コスト高で仕入原価のアップ、そのアップ率以上

には販売価格を上げられないので、利益減である。（錦町商工会) 

【宿泊業】 

・コロナ禍と物価高による消費の冷え込みで壊滅的な状況である。（熊本市植木町商工会) 

・コロナでの売上減と原材料高、原油高を現在の宿泊料に上乗せ出来ないため。 

（上天草市商工会) 

【飲食業】 

・来店客の減少で売上げは減り、一方、仕入高、消耗品費の高騰で利益が圧縮されている。 

（益城町商工会) 

・海外産の海産物の仕入価格がとくに高騰している。海産物は生産に船の運航に油代がかかるた

め、仕入価格に転嫁されてしまった。Ｂ ｔｏ Ｂ は価格転嫁できるが、弊社のようなＢ ｔｏ 

Ｃ は価格転嫁できないため、粗利減。（熊本市城南商工会) 

【サービス業】 

・原材料費が最大で５０％ほど値上がりしているため利益減となっている（価格にその分を反映

しづらい）。消費者の節約思考もでてきているため売上げも伸びづらい。（山都町商工会) 

・売上高は大きな変動はないが、燃料高騰を価格転嫁出来ないため、利益が減っている状況。 

（上天草市商工会) 

 

[２．売上増だが、利益は横ばいかマイナスになっている。] 

【製造業】 

・価格転嫁したが、利益増までは行きついていない。（菊池市商工会) 

・輸入肉の仕入れが円安によって高くなっている。（熊本市北部商工会) 

【建設業】 

・受注高はあがったが、原材料費高騰のため、利益は減っている。（山鹿市商工会) 

・設備価格が３割増等になり調整が難しい。（天草市商工会) 

【運輸業】 

・貸切バスの移動が多くなれば、軽油の仕入量が多くなるので利益は横ばいかマイナスとなる。

原油助成金制度で助かっている。（山都町商工会) 
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【卸売業】 

・販売する商材がほぼ輸入品のため、商品によっては１か月に２回、今年度に入り４回値上がり

している商品もあり、顧客に転嫁できていない。（熊本市託麻商工会) 

・売上げはほぼ変わっていないが、運送コストが増加しているため利益が減少している。 

【小売業】 

・仕入価格に応じた販売価格の設定としたが、経費等の増加から利益減少。（和水町商工会) 

・ガソリン小売の売上げは増加しているが、数量及び利益は減少している。（産山村商工会) 

【宿泊業】 

・料理食材の価格がここ１、２ヶ月でほぼ倍近くになっていて、お客様は宿泊の時は料理も楽し

みにされているので、メニューのやりくりに苦労している。（熊本市植木町商工会) 

・光熱費の高騰で施設全体の経費が増加、また食材の高騰により飲食部門の利益を圧迫。 

（阿蘇市商工会) 

【飲食業】 

・価格を上げたものの、十分に価格転嫁できていないから。（西原村商工会) 

・売上高が上がった以上に、原価率の上昇が高いため。（熊本市託麻商工会) 

【サービス業】 

・原価の高騰で値上げを余儀なくされているが範疇を越え、人件費・材料代・燃料費が高騰して

いる。（天草市商工会) 

・車の燃料費、機械の燃料費が増えている。（御船町商工会) 

[３．売上減だが、利益は横ばいかプラスになっている。] 

【製造業】 

・売上げは減少したものの、商品の値上げを作ったため、利益率が増加した。 

（熊本市富合商工会) 

【卸売業】 

・住宅資材全てで値上げとなり新築１棟あたりの単価が大幅に増加しているため、新築着工数の 

減少。（氷川町商工会) 

 

[４．売上増かつ利益増になっている。] 

【建設業】 

・価格転嫁が出来ているため。（阿蘇市商工会) 

【小売業】 

・物の単価が上がっているので売上げは増加、コロナで制限が無くなり来店者も増えているので

利益も出ている。（熊本市託麻商工会) 

【サービス業】 

・商品の金額を全て見直しして全商品値上げをしたため利益増となっている。（氷川町商工会) 

 

[５．売上利益ともに影響なし。] 

【建設業】 

・現在は、影響は出てないが原材料の仕入れ値が上昇しているため今後影響が出る見込み。 

（南関町商工会) 

【小売業】 

・最近影響がでてきているため、数値的にはまだ出ていない。（阿蘇市商工会) 

・今の所、影響はないが、今後影響が出てくる可能性が高い（天草市商工会) 
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ウ 原油高等の影響に対して現在行っている対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回 7月調査で最も多かった「特に何も行っていない」との回答が 32％から 25％に 7ポイント

減少し、「価格転嫁」が 31％から 43％に、「経費削減」が 32％から 38％にそれぞれ増加した。 
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５月回答数(n=518)
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９月回答数(n=634)

転嫁
43% 

 

 

 

38% 

25% 

調査対象 415者 
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エ 原油高等の影響に対して今後予定している対策 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後予定している対策でも、「価格転嫁」が前回 7月調査の 45％から 51％に、「経費削減」が

27％から 30％に増加し、「特に何も予定していない」は 21％と前回と変わらなかった。 
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21%

転嫁
 

 

 

51% 

30% 

調査対象 415者 
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オ 価格転嫁の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「価格転嫁できている」割合が 18％→25％→32％と増加する一方で、「今後も予定なし」の割

合が 33％→25％→19％と減少した。 
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価格に転嫁できていないが、今後、価格転嫁を予定（検討）している。

価格に転嫁できておらず、今後もその予定はない。

価格に転嫁できている。

18%
32%25%
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[１．価格に転嫁できている。] 

【製造業】 

・ほとんどの材料が上がったのを受注先もわかっているため理解をしてもらえたから。 

（益城町商工会） 

・取引先とのていねいな交渉。（高森町商工会） 

【建設業】 

・価格に転嫁するよう努力しているが、高騰のペースが早く、転嫁しきれない場合がある。 

（熊本市植木町商工会） 

・公共工事の入札時に転嫁されている。（熊本市河内商工会） 

【卸売業】 

・正当な価格で取引が出来ている。（合志市商工会） 

・値上げを実施し、一定幅の利益が確保できている。（産山村商工会） 

【小売業】 

・仕入れ値分を売価に転嫁している。（和水町商工会） 

・燃料の仕入れに応じて価格は転嫁したが、高くなったことで消費が減少している。 

（産山村商工会） 

【宿泊業】 

・宿泊価格を１０００円ずつ値上げした。宿泊は単価が高いのと県民割とかがあったので、お客

様はほとんど分かっていないと思う。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・一部の商品の売価を上げて対応しているが、今後も悪影響が続くようであれば、再度考えなけ

ればならない。終着点が見えない。（水上村商工会） 

・値上げは極力したくないので量を減らすなどで対応していたが、原材料のほとんどが値上がり

したため価格変更をせざるを得ない。今のところ値上げについて不満の声はない。 

（山都町商工会） 

【サービス業】 

・仕入値の高騰分を売価には反映させている。併せて安価な海外製製品をラインナップして価格

選好先の顧客も流出を食い止める方策を取っている。（熊本市植木町商工会） 

 

[２．価格に転嫁できておらず、今後もその予定はない。] 

【建設業】 

・物価があがったからといって、価格に転嫁できる立場ならいいが、下請けなのでその立場にな

い。また、元請けからも物価高騰に配慮した仕事の量を増やすなどの配慮もない。 

（熊本市城南商工会） 

・相手方の出来高や発注しだいなので、利益増につながる価格に転嫁できておらず、今後のこと

もわからない。（錦町商工会） 

【運輸業】 

・利用者減により、価格への転嫁は難しい。（上天草市商工会） 

【小売業】 

・常連客が離れていってしまうため価格転嫁できない。（美里町商工会） 

【宿泊業】 

・価格転嫁は難しい。（大津町商工会） 
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【飲食業】 

・弁当はワンコイン（５００円）価格が販売のボリュームゾーンのため値上げできない。値上げ

すれば販売自体が成り立たない。（熊本市城南商工会） 

・価格転嫁で客足が減ることが心配なので、できるだけ現状維持でいきたいと考えております。 

（あさぎり町商工会） 

【サービス業】 

・競争激化の中、当社だけ値上げ出来ない。（熊本市河内商工会） 

・今、コロナがだいぶん落ち着いてきているが守りの体制で営業しているため価格転嫁で常連客

が離れていくことが怖い。（美里町商工会） 

 

[３．価格に転嫁できていないが、今後、価格転嫁を予定（検討）している。] 

【製造業】 

・客離れの心配があるが、年末を目途に１０％以内で検討している。（益城町商工会） 

・各々の価格上昇のスピードが速く転嫁のタイミングが難しい。（宇城市商工会） 

【建設業】 

・発注者に対し物価スライド等への対応を要請している。請負業者の立場ではどうする事もでき

ないから。（阿蘇市商工会） 

・転嫁を行おうと思うが上昇の頻度が多く、すべては転嫁できていない状況。（八代市商工会） 

【小売業】 

・秋、冬くらいに５～７％を予定している。（益城町商工会） 

・１０％の値上げ。（天草市商工会） 

【宿泊業】 

・新しいサービスの導入により、価格転嫁を検討。（南小国町商工会） 

・価格転嫁せざるをえなくなるまでどうにか頑張っている状況。（山鹿市商工会） 

【飲食業】 

・一度転嫁したが、まだ足りないので今年中にもう一度転嫁予定。（南小国町商工会） 

・価格を上げてしまうと余計にお客様が来られなくなるかもしれませんので当分はそのままにし

ようと思っていますが、状況次第で価格転嫁せざるを得ないかもしれません。 

（あさぎり町商工会） 

【サービス業】 

・原価計算をしっかりと行い、適正に価格転嫁を実施する。（八代市商工会） 

・競合他社の動向を注視して判断せざるをえない。（上天草市商工会） 
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（７）国、県、市町村、金融機関、商工会等が行う支援策で既に活用したもの 

（事業継続に効果があったもの）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

54% 

52% 

47% 
39% 

30% 

70%（飲食・宿泊業者の回答割合） 

59%（飲食・宿泊業者の回答割合） 



- 26 - 

 

 

 

（８）今後活用を予定（期待）している支援策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 7波が夏場に拡大したことを受けて、「国の事業復活支援金の再支給」が全体の 45％、「県の事業

復活おうえん給付金の再支給」が 30％と直接給付による支援を期待する回答が多くなっており、需

要喚起策として「市町村によるプレミアム商品券事業」を期待する回答も 36％と高くなっている。 

 

 

  

 

 

 

 45% 

30% 

30% 

36% 
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（９）令和４年１０月に熊本地方最低賃金が３２円引き上げられ「８５３円」となったことに対する 

   従業員を雇用している事業者の対応について 

ア 必要な対応について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最低賃金 853円を下回る従業員がいるため、賃金を引き上げる必要がある事業者の割合が 20％となり、

前回 5月に調査した令和 3年度 821円時点での 14％より、6ポイント増加した。 

 

 

イ ８５３円という金額水準について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※853円という金額について、「適正な金額」と回答した割合が 42％となり、「高すぎる」と回答した 

割合 22％を 20ポイント上回り、「さらに高く引き上げるべきだった」との回答も７％あった。 

 

物価高対策や労働力確保の観点

からも適正な金額である

（140者）
42%

わからない

（97者)

29%

物価高対策や労働力確保に対応すべきで

あるが、32円、3.9％のアップは高すぎる

（74者）
22%

物価高対策や労働力確保の観点から、

さらに高く引上げるべきであった

（22者）
7%

合計３３３者

最低賃金853円を下回る従業員が

いるので、賃金を引き上げる。

（68者）

20%（前回14％）

最低賃金853円を下回る従業員は

いないので、特に対応はしない。

（272者)

80%（前回86％）

合計３４０者 
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ウ 「賃金を引き上げる」と回答した方の今後の対応について 

※今後の対応では「人件費以外の経費節減や設備投資を抑制する」が全体の 81％と高くなった。 
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人件費以外の経費節減や設備投資を抑制する
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「持続化補助金」「業務改善助成金」等を活用して

最低賃金を引上げ、生産性向上、収益力向上を図る

業態転換、事業再構築等により事業の多角化、新分野展開を図る

総人件費を抑えるために、従業員総数を削減する

事業の縮小、一部撤退を検討する

廃業を検討せざる得ない

総人件費を抑えるため、正規職員を減らし非正規職員に切替る

複数回答(n=141)

81%
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（１０）最低賃金制度に関する考えや、国・県等への意見や要望について 

【製造業】 

・大手企業が賃金引上げをするのは分かるが、小規模事業者まで一律で大幅に引き上げられるの

は厳しい。経営状況などに応じたものにしてほしい。（菊池市商工会） 

・採用募集を行っても人が全く来ない。賃金を上げると、扶養の範囲内で働くパートさんは出勤

ができなくなり、その不足を自分で埋めないといけなくなり、非常にきつい状態である。 

（熊本市託麻商工会） 

【建設業】 

・賃金引き上げも大切であるが、会社の売上げが下がって利益も下がっている状況で賃上げは厳

しいと思う。（益城町商工会） 

・景気低迷中に賃上げするには、ダブルパンチになりかねない。（熊本市河内商工会） 

【運輸業】 

・労働の対価である賃金において最低賃金制度は理解できるものの、コロナ禍の現状で３．９％ 

アップは必要だったのか？業種によっては今後の経営に重大な影響を及ぼしかねない。 

（多良木町商工会） 

【卸売業】 

・それぞれの企業によって労働の内容が違うはず。そもそも国が一律で決める制度に疑問を感じ

ている。（合志市商工会） 

【小売業】 

・熊本県内にも地域格差は厳然として存在する。一律で上げるのでは経済力の弱い地域では対応

が難しい。賃金に幅を持たせた対応は考えられないものであろうか？（錦町商工会） 

・最低賃金は１０００円に引き上げても良い。（玉名市商工会） 

【宿泊業】 

・人件費の高騰はきついが、もっと賃金を上げないと新規雇用が出来ないし、どこもそうではな

いか。（熊本市植木町商工会） 

【飲食業】 

・最低賃金が引き上げられたことで、扶養内でのパートタイマーの方の勤務時間の減少により人

員確保が厳しい。単純に引き上げるのではなく、扶養内枠の引き上げも検討してほしい。 

（菊陽町商工会） 

・賃金を上げるのであれば、扶養控除の１３０万円を引き上げて欲しい。（熊本市託麻商工会） 

【サービス業】 

・全国的に見て熊本は賃金が安いと思うので少しでもアップするように考えて欲しいです。 

（熊本市北部商工会） 

・賃上げをした企業に対して補助金を出すべき。（御船町商工会） 
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（１１）国・県・市町村・金融機関等に対する意見や要望について 

[１．新型コロナ対策について] 

【製造業】 

・今後はポストコロナ・ウィズコロナに対する前向きな取組みの支援をお願いしたい。 

（宇城市商工会） 

・「２類相当」から「５類」にすべき。（大津町商工会） 

・持続化給付金などの支給基準は５割減だったため、そこまで減少しなかったので給付金等の恩

恵は受けられなかった。累積のダメージはあるので一度一律給付の給付金等を検討してほしい。 

（山都町商工会） 

【建設業】 

・社会経済活動対策としては、注意喚起の呼びかけでいいと思う。注意喚起もなくなれば、コロ

ナ感染者がまた増えると思うので、現状の新型コロナ対策でいいと思う。（錦町商工会） 

【運輸業】 

・早く５類にして下さい。（宇土市商工会） 

【小売業】 

・コロナ禍を経験することで対応ノウハウは多少なりとも蓄積が進んでいる。これらを土台にコ

ロナ禍以前の社会情勢、経済情勢に戻れることが望ましい。（錦町商工会） 

【宿泊業】 

・行動制限は、今後行わないでほしい。（水上村商工会） 

・２類から５類への移行。（上天草市商工会） 

・国の観光支援でお客さまからの問い合わせが多い。具体的な内容が出ない段階でのマスコミの

発言は気を付けて欲しい。返事のしようがない。（山鹿市商工会） 

・Ｇｏ ｔｏ トラベル全国版の継続。（高森町商工会） 

【飲食業】 

・感染者が減っても以前の様にはお客様は戻ってこない。事業継続のための支援金や補助金の創

設を望む。（水上村商工会） 

・５類相当にしてほしい。（熊本市植木町商工会） 

・制限等を行わないのであれば、不安をあおらないようにしてほしいです。（あさぎり町商工会） 

・コロナが落着いても売上げの回復には時間がかかり、経営を安定させるために支援金を検討し

てほしい。（阿蘇市商工会） 

【サービス業】 

・コロナ枠の補助金や事業復活支援金などをしてほしい。（御船町商工会） 

・まだまだコロナ感染症も収まらず、今までの様な支援金の再給付を望む（一定業種に限らず）。 

（山都町商工会） 
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[２．原油高、原材料高、物価高、円安対策について] 

【製造業】 

・原油高、原料高に対応した給付金（事業復活支援金第二弾など）。（宇城市商工会） 

・電気代の高騰が経営に影響を及ぼしている。（熊本市北部商工会） 

【建設業】 

・材料や原油高騰に対する補助金を検討してもらいたい。（益城町商工会） 

・仕入れは納品前に入金することが前提となっているので、特に仕入れ値が高騰している中では

資金繰りが厳しくなる。原材料高などに対応した融資の優遇措置をお願いしたい。 

（大津町商工会） 

【運輸業】 

・燃料費高騰で、ハイブリット車等への移行をする（設備投資）の助成。（多良木町商工会） 

・ガソリン税の見直し。（高森町商工会） 

【小売業】 

・商品の価格が上がれば消費が縮小するので、コロナとダブルパンチ。支援して欲しい。 

（宇土市商工会） 

・電気などの経費の補助をしてほしい。（上天草市商工会） 

・価格転嫁への理解を深めるための動き。（御船町商工会） 

【宿泊業】 

・これから冬場にかけて、消費量が多くなる燃料費補助等の対策。（南阿蘇村商工会） 

・原油が上がった分の補助対策をしてほしい。（天草市商工会） 

【飲食業】 

・仕入油や原材料高騰に対する飲食店への対策、補助をおこなってほしい。（和水町商工会） 

・飲食店への需要喚起のための外食推進キャンペーン、ＧｏＴｏＥＡＴの再開を早期にしてほし

い。（和水町商工会） 

・仕入価格が上がっているのがとても厳しいです。できるだけ早く対策してほしいです。 

（あさぎり町商工会） 

【サービス業】 

・小規模事業者の仕方ない価格転嫁の消費者の理解を求める広報。（八代市商工会） 

 

 

[３．国や県の助成金、給付金等による事業継続支援策について] 

【製造業】 

・ポストコロナ・ウィズコロナに対応した取組や物価高を乗り越える前向きな取組に対する補助

金制度の創設をお願いしたい。（宇城市商工会） 

・持続化給付金の再給付。（上天草市商工会） 

・おうえん給付金をもう一度だしてほしい。（山鹿市商工会） 

【小売業】 

・売上減少のパーセンテージだけでなく、本当に頑張っている方々に事業おうえん給付金など出

来ないか？（八代市商工会） 

・物価高高騰への補助や設備改修への補助など手厚く支援してほしい。（上天草市商工会） 
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【宿泊業】 

・観光、宿泊業に対する支援策が少なすぎる。一番影響を受けている業種なので、もっと支援策

を作ってほしい。（水上村商工会） 

・感染拡大で経済が再度止まるようなこととなれば、継続支援を行ってほしい（阿蘇市商工会） 

【飲食業】 

・国・県が規制をするときは助成金を出してほしい。（南小国町商工会） 

・再度、給付金、支援金の給付をお願いしたい。（宇土市商工会） 

・認証店と非認証店でもらえるお金や営業時間差をつけていましたが、今後も同じ割合や時間な

のでしょうか？それならば、認証店を外しても良いのかなと考えています。先日街中のたまた

ま認証店のシールが貼ってあった２件に知人たちと久しぶりに行きましたが、どこが認証店？

というお店で感染対策とか全くなしでした。（熊本市植木町商工会） 

・コロナが落着いても売上げの回復には時間がかかり、経営を安定させるために支援金を検討し

てほしい。（阿蘇市商工会） 

 

[４．その他] 

【運輸業】 

・新型コロナ感染症が始まり、経営悪化に伴い、現在まで国、県、市町村から大変な支援をいた

だき感謝している。なんとか事業が続いているのは支援のおかげです。（山都町商工会） 

【小売業】 

・スタッフ不足、賃金上昇が今一番困っている事です。（高森町商工会） 

【宿泊業】 

・このような支援策があることは非常にありがたいが、支払いまでの期間が長く、小規模な宿泊

業者では資金繰りが厳しくなる。支払いまでの期間をもっと短くしてほしい。（南小国町商工会） 

・旅行支援期間が１２月下旬となっているので継続を希望。（高森町商工会） 

・全国旅行割について、ＧｏＴｏほどのインパクトが少なく県民割との差がなく週末に至っては 

クーポン等の額が少ないので、利用が少ないのではないかと心配している。年末年始は適用外

としても、来年の３月末までは継続して欲しい。（上天草市商工会） 

【飲食業】 

・Ｇｏ Ｔｏ ＥＡＴなどの飲食店需要喚起策を早急に再開してほしい。感染拡大でも可能な両立

した施策をおこなってほしい。（和水町商工会） 

・商談会や展示販売会の支援は助かっている。（美里町商工会） 

【サービス業】 

・全国旅行割や県民割が有ると顧客が増えてありがたいが、手続きが煩雑・報告も手を取るので

簡素化できないか。（益城町商工会） 
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２．廃業・倒産の状況 

（県内４９商工会の令和４年４月１日現在の会員 18,116 者を対象に月末時点で把握した数値） 

・廃業累計 ５２５件  ・倒産累計 ３３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コロナ禍や原材料高等が長期化する中で、廃業件数は 8月が 19件（前年 8 月 16件）、9月が 14件

（前年 9月 16 件）と高止まりしており、2年半前の 4月調査以来、累計で 525件となった。 

 一方で倒産件数は、8月 0 件、9月 0件と低い水準が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「廃業・倒産」の定義 

廃業：資産が負債を上回る状態での自主的な事業廃止 

倒産：企業が債務の支払不能状態に陥り、経済活動を続けることが困難になった状態 
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３．熊本県商工会連合会の相談対応状況 

（１）県事業を活用した個別相談会の開催 

【相談対応件数：２，８１７件】 

・開催時期 令和２年４月１３日～令和４年９月３０日時点 １日６時間 

・開催回数 ６５１回  

・うちホテル旅館開催型 １１回 

※商工会会議室に加え、経営状況の厳しいホテル旅館会議室も利用 

・対 象 者 熊本地震や令和２年７月豪雨災害、新型コロナウイルス感染症の拡大に影響を受け

た中小・小規模事業者 

・相 談 対 応 者 中小企業診断士、社会保険労務士、特任経営指導員等 

・対応内容 金融相談（資金繰り等）、労務相談（雇用関係等）、経営相談（給付金・補助金や各

種支援策の活用等）、その他 

 

 

（２）県事業を活用した専門家派遣の実施 

【派遣件数：５３３件】 

・実施期間 令和２年９月１５日～令和４年９月３０日時点 

・対 象 者 熊本地震や令和２年７月豪雨災害、新型コロナウイルス感染症の拡大に影響を受け

た中小・小規模事業者 

・相 談 対 応 者 エキスパートバンク登録専門家等 

・対応内容 金融相談（資金繰り等）、労務相談（雇用関係等）、経営相談（助成金や支援策 

活用、経営改善、事業継続、事業承継等）、その他 

 

 


